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入 札 説 明 書  
 
 
 
 

 
  件名 府中公共職業安定所におけるパーテーション等の購入 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本調達案件は紙による従来の応札及び入開札手続きと併せて「電子調達システム」を利

用した応札及び入開札手続きを利用するものとする。 

 

東 京 労 働 局 
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入 札 説 明 書 
  

東京労働局の入札公告 令和７年 11 月７日付け公示第 294 号に基づく入札については、会

計法、予算決算及び会計令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

入札及び契約に関する事項 

 

１ 契約担当者等 

支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 大隈 由加里 

 

２ 契約内容 

（１） 件名 

府中公共職業安定所におけるパーテーション等の購入 

（２） 内容等 

仕様書等による。 

（３） 公告期間 

令和７年 11 月７日（金）から令和７年 11 月 21 日（金）まで 

（４） 入札方法 

総価で行う。入札者は、調達案件のほか、業務の履行に関する一切の諸経費を含め

契約金額を総価にて見積もるものとする。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に

相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨てる）をもって落札価格とする

ので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければなら

ない。 

（５） 入札保証金及び契約保証金 

免除とする。 

 

３ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１） 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な

同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

（２） 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（３） 過去１年間において東京労働局と締結した契約に違反した者、又は落札者とな   

りながら正当な理由なくして契約を拒んだ者等東京労働局の業務に関し不正又 

は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当な者であると認められる者でな 

いこと。 

（４） 令和７・８・９年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）で以下に格付 

けされている者であること。 
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資格の種類：「物品の販売」   

等級：「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」等級に格付けされている者。 

（５） 次の事項に該当しない者 

① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 

② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。 

③ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者。 

（６） 労働基準法・最低賃金法等の労働関係法令を遵守していること。 

（７） この入札の入札書提出期限の直近１年間において、厚生労働省が所管する法令 

に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から 

公表されたものに限る。）を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本 

件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 

（８） その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定 

める資格を有する者であること。 

（９） 次の各号に掲げる制度の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと（入 

札参加申込期限において直近２年間（④については２保険年度）の滞納がないこ

と。）。 

①厚生年金保険又は国民年金 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

③船員保険 ④労働保険 

注）各保険料のうち④については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日

が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降

の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分納が認めら

れているものについては納付期限が到来しているものに限る。）こと。 

（10） 競争参加資格に関する問合せ先 

東京都千代田区九段南１-２-１ 九段第３合同庁舎 14 階 

東京労働局総務部会計課用度係 担当 年森 

ＴＥＬ 03（3512）1607  ＦＡＸ 03（3512）1552 

 

４ 入札参加申し込み 

令和７年 11 月 27 日（木）17 時 00 分までに下記により必要書類を提出すること。 

なお、理由の如何にかかわらず提出期限に遅延した場合は無効とする。 
（１） 電子調達システムにより入札を行う者 

以下の書類を電子調達システムにより提出すること。 
① 競争入札参加申込書（別紙４） 
② 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 
③ 暴力団排除の推進に基づく誓約書（別紙５） 
④ 事業所情報登録票（別紙７） 
⑤ 競争参加資格等に係る申立書（別紙８） 

（２） 紙により入札を行う者 
以下の書類を東京労働局総務部会計課用度係に提出すること。 

① 電子入札案件の紙入札参加申立書（別紙３） 
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② 競争入札参加申込書（別紙４） 
③ 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 
④ 暴力団排除の推進に基づく誓約書（別紙５） 
⑤ 事業所情報登録票（別紙７） 
⑥ 競争参加資格等に係る申立書（別紙８） 

※以上、全ての書類はＦＡＸ可（ＦＡＸ 03－3512－1552） 

 

５ 入札手続き等 

入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。ただし、紙により入札の参加

を希望する場合には、別紙３「電子入札案件の紙入札参加申立書」により、令和７年 11月

27 日（木）17時 00 分までに申し出る必要がある。 

また、電子調達システムにより入札を行う場合には、当該システムに定める手続に従い、

提出期限までに入札書を提出しなければならない。 

なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。  

（１） 電子調達システムにより入札を行う場合 

① 入札書の提出期限 

令和７年 11 月 27 日（木）９時から令和７年 11月 28 日（金）10 時 20 分まで 

※電子調達システムに入札書が到着しない場合は無効となる。 

（２） 紙により入札を行う場合 

① 入札書の提出期限 

    令和７年 11月 28 日（金）９時 50 分から 10 時 20 分まで 

※上記時間以外の提出は無効とするので時間を厳守すること。 

② 入札書の提出場所 

東京労働局総務部会計課 

    東京都千代田区九段南１－２－１九段第３合同庁舎 14 階  

③ 入札書の提出方法 

入札書は別紙１「入札書」にて作成した後、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏

名（法人の場合はその名称又は商号）、宛名（支出負担行為担当官 東京労働局総

務部長殿と記載。）及び「令和７年 11 月 28 日開札［府中公共職業安定所における

パーテーション等の購入］の入札書在中」と記入し提出すること。 

    ※郵送、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 

（３） 代理人（復代理人含む。以下同じ。）による入札 

① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の

手続きを終了しておかなければならない。 

② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の所在地、名称又は商号

及び氏名を記入の上、当該代理人の所在地、名称及び氏名を記入しておくとともに、

入札書提出時に別紙２「委任状」を作成し、提出しなければならない。 

③ 入札者又はその代理人は、本件に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねる

ことができない。 
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（４） 入札の無効 

次の各号の一つに該当する入札書は無効とする。 

① 本入札説明書に示した参加資格のない者の提出した入札書 

② 入札書の提出期限内に入札書の到達しなかった者の提出した入札書 

③ 入札条件に違反した者の提出した入札書 

④ 有効な委任状を提出しない代理人又は復代理人の提出した入札書 

⑤ 金額を訂正した入札書 

⑥ 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書 

⑦ 明らかに連合によると認められる入札書 

⑧ 同一の入札について２通以上提出された入札書 

⑨ 前項（３）③に違反した者の提出した入札書 

⑩ 総価による入札を条件としているのに、総価でない価格（単価等）を記入した入札

書 

⑪ 「暴力団排除の推進に基づく誓約書」及び「競争参加資格等に係る申立書」を提出 

しない者、又は虚偽の誓約及び申立をし、若しくは誓約書及び申立書に反すること

となった者の提出した入札書 

（５） 入札の延期等 

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行    

することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを

取り止めることがある。 

 

６ 開札 

日時：令和７年 11 月 28 日（金） 10 時 30 分から 

場所：電子調達システム 及び東京労働局総務部会計課 

（東京都千代田区九段南１-２-１ 九段第３合同庁舎 14 階） 

（１） 電子調達システムによる入札の場合 

電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札

者又はその代理人は、原則として開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 

（２） 紙による入札の場合 

ア 開札は上記開札の日時及び場所にて結果公表を行う。 

イ 開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人

が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後において開札場所に入場することはできない。 

エ 入札者又はその代理人は開札場所に入場しようとするときは、入札関係職員の求め

に応じ、身分証又は委任状を提示又は提出しなければならない。 

オ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認

めた場合を除き、開札終了まで開札場所から退場することができない。 

 

７ 再度入札の取扱い 

開札した場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した
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価格の入札がないときは、再度入札を行う。 

（１） 電子調達システムにより再度入札を行う場合 

① 入札書の提出期限 

令和７年 11 月 28 日（金）14 時 20 分まで 

※電子調達システムに入札書が到着しない場合は無効となる。 

（２） 紙により再度入札を行う場合 

① 入札書の提出期限 

令和７年 11 月 28 日（金）13 時 50 分から 14 時 20 分まで 

※上記時間以外の提出は無効とするので時間を厳守すること。 

② 入札書の提出場所 

東京労働局総務部会計課 

東京都千代田区九段南１-２-１ 九段第３合同庁舎 14 階  

③ 入札書の提出方法 

入札書は別紙１「入札書」にて作成した後、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏

名（法人の場合はその名称又は商号）、宛名（支出負担行為担当官 東京労働局総務

部長殿と記載。）及び「令和７年 11 月 28 日開札[府中公共職業安定所におけるパーテ

ーション等の購入］の再度入札書在中」と記載しなければならない。 

※郵送、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 

（３） 再度入札執行（開札） 

日時：令和７年 11 月 28 日（金） 14 時 30 分から 

場所：電子調達システム 及び東京労働局総務部会計課 

（東京都千代田区九段南１-２-１ 九段第３合同庁舎 14 階） 

① 電子調達システムによる入札の場合 

電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札

者又はその代理人は、原則として開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 

② 紙による入札の場合 

ア 開札は上記開札の日時及び場所にて結果公表を行う。 

イ 開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理

人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後において開札場所に入場することはできな

い。 

エ 入札者又はその代理人は開札場所に入場しようとするときは、入札関係職員の求

めに応じ、身分証又は委任状を提示又は提出しなければならない。 

オ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると

認めた場合を除き、開札終了まで開札場所から退場することができない。 

 

８ その他 

（１） 契約手続きに使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２） 落札者の決定方法 
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① 本入札説明書「３競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項」及び別添「仕

様書」において明らかにした要求要件を全て満たし、本入札説明書「５入札手続き

等」に従い有効な入札を行った者による入札価格のうち、予算決算及び会計令第 79

条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札価格を入札し

た者を落札者とする。 

② 落札者となるべき者が二人以上ある場合、当該入札者によるくじにより落札者を決

定する。くじを行う時間、場所、方法等は当該入札者に連絡する。 

③ 落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報（当該入札者と落札

者のそれぞれの入札価格）の提供を要求することができる。 

（３） 開札結果の公表内容 

電子調達システムにより、開札結果を公表する。 

電子調達システムにより実施される本件入札については、電子調達システム上で入

札参加業者名及び入札金額等が公表される。 

（４） 契約 

① この入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす

ものとする。 

② 契約書を作成する場合において、まず、契約の相手方が契約書の案に署名又は記名

押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに署名又は

記名押印するものとする。 

③ 前記②の場合において、支出負担行為担当官が署名又は記名押印したときは、当該

契約書の１通を契約の相手方に送付するものとする。 

④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に署名又は記名押印しなければ、

本契約は確定しないものとする。 

（５） 支払条件 

支払金額については、別紙「契約書」のとおりとし、納入品の検査完了後、適法な

支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。 

（６） その他 

① 落札者は、落札後、各項目の単価及び総額を示した落札金額の内訳書を東京労働局

総務部会計課に提出すること。 

② 担当者から提出された関係書類については、事業者としての決定であるものとして

取り扱う。 

③ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や

違約金を徴取する場合があり得る。 

④ 入札参加者は、入札書の提出（GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む）を

もって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令

和４年９月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推

進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したもの

とする。 

 

９ 質疑等 
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疑義がある場合は、令和７年 11月 25 日（火）９時 00 分までに東京労働局総務部会計課 
用度係へ別紙６「仕様内容に関する質問票」を用いてメール又はＦＡＸにて問い合わせる

こと。 
回答は令和７年 11 月 26 日（水）17 時 00 分までに東京労働局 HPに公開する。 

（https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html） 

なお、上記期限を過ぎた問い合わせには一切応じないものとする。 
 

 

10 様式等 

・ 別紙１ 入札書 

・ 別紙２ 委任状 

・ 別紙３ 電子入札案件の紙入札参加申立書 

・ 別紙４ 競争入札参加申込書 

・ 別紙５ 暴力団排除の推進に基づく誓約書 

・ 別紙６ 仕様内容に関する質問票 

・ 別紙７ 事業所情報登録票 

・ 別紙８ 競争参加資格等に係る申立書 

・ 別添   各種記載例、仕様書、契約書（案） 

 



   別紙１ 

入 札 書 
 
 
件 名  府中公共職業安定所におけるパーテーション等の購入 
 
 
 
 
金 額 
 
 
 
   上記金額をもって、納入、請負うため、入札説明書を承認の上、

入札いたします。  
 
 

令和  年  月  日  
 
 
 所 在 地 
 名 称 
 代 表 者                         
 
 
 所 在 地 
 名 称 
 代 理 人                             
 
 
 所 在 地 
 名 称 
 復 代 理 人                         
 
 
支出負担行為担当官  
東京労働局総務部長  殿  
 
 
 
 

  百万   千    円  



別紙２ 
（様式委－Ⅰ） 

委 任 状 
令和 年 月 日  

支出負担行為担当官  
東京労働局総務部長  殿  

 
               所 在 地 
               商 号 又 は 営 業 所 
               代 表 者 名                  
  
 私は、下記の者を代理人と定め、支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 との間において、

次の権限を委任します。 
 
件   名  府中公共職業安定所におけるパーテーション等の購入 
 

代理人 
所在地  
商号又は営業所  
（支店）の名称  
役職名及び氏名             

 
委任事項  
 １ 見積及び入札に関すること  
 ２ 契約の締結に関すること  
 ３ 物品等の納入に関すること  
 ４ 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収について  
 ５ 支払期間のきた利札の請求及び領収について  
 ６ 支払金の請求及び領収について  
 ７ 復代理人選任に関すること  
 ８ その他上記の委任事項に関する一切の件  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



別紙２ 
（様式委－Ⅱ） 

 

委 任 状 
令和 年 月 日  

支出負担行為担当官  
東京労働局総務部長  殿  

 
               所 在 地 
               商 号 又 は 名 称 
               代 表 者 名                 
 
 私は、下記の者を代理人と定め、支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 との間において、

見積及び入札（復代理人選任に関する権限を含む。）に関する権限を委任します。 
 
件   名   府中公共職業安定所におけるパーテーション等の購入 

 
 

 
 
 

代理人 
所在地  
商号又は営業所  
（支店）の名称  
役職名及び氏名             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



別紙２ 
（様式委－Ⅲ） 

 

委 任 状 
令和 年 月 日  

支出負担行為担当官  
東京労働局総務部長  殿  

 
               所 在 地 
               商 号 又 は 営 業 所 
               代 理 人                  
  
 私は、下記の者を復代理人と定め、支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 との間におい

て、見積及び入札に関する権限を委任します。 
 
件   名   府中公共職業安定所におけるパーテーション等の購入 

 
   
 
 

復代理人 
所在地  
商号又は営業所  
（支店）の名称  
役職名及び氏名  
 
            

 
 
 
 



別紙３ 

                        令和  年  月  日 

 

 

電子入札案件の紙入札参加申立書 

 

支出負担行為担当官 

東京労働局総務部長 殿  

 

 

             所在地 

 

             商号又は名称 

 

             代表者氏名                 

 

 

 

電子入札案件の紙入札方式での参加について 

 

    貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して 

   入札に参加できないので、紙入札方式での参加を致します。 

 

記 

 

 １ 入札案件名 

 

   府中公共職業安定所におけるパーテーション等の購入 

 

 ２ 電子調達システムでの参加ができない理由 

 

 

 

 

   （記入例） 

    ・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため 

 



                              別紙４ 

 

競 争 入 札 参 加 申 込 書 

 

 

支出負担行為担当官 
東京労働局総務部長 殿  

 

                会社名 

 

 

 

 下記の入札案件に係る一般競争入札に参加したいため、入札公告及び入札説明

書に記載の必要書類を添えて入札参加を申し込みいたします。 

  

 

記 

 

１ 入札案件（公告番号でも可） 

 

  府中公共職業安定所におけるパーテーション等の購入 

 

２ 担当者名 

    

 

３ 連絡先 

   電話番号 

 

   ＦＡＸ番号 

 

 

   



別紙５ 

 

暴力団排除の推進に基づく誓約書 

 

 

当方は下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することは

ありません。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより当方が不利益を被ることにな

っても、異議は一切申し立てません。 

また、貴局から当方の役員（個人である場合はその者）の個人情報について照会があっ

た場合には速やかに回答し、貴局がその個人情報を警察に提供することについて同意しま

す。 

 

記 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）  法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等が、暴力団（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第 2 条 6 号に規定する暴力団員を

いう。以下同じ。）であるとき。 

（２）  役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３）  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している

とき。 

（４）  役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき。 

（５）  役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）  暴力的な要求行為を行う者 

（２）  法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）  取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）  偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）  その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

   

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官  

東京労働局総務部長 殿 

 
                          所在地  
 
                          名 称                             
 
                            代表者                                 



                                                      別紙６ 

仕様内容に関する質問票 
東京労働局 
会計課用度係  年森 宛 

会社名：                   
担当者：                   

 
（件名：府中公共職業安定所におけるパーテーション等の購入） 

入札に関する仕様内容等について、何かご不明な点等がございましたら、下記の記入欄にその旨

を記載し、令和７年 11 月 25 日（火）９時 00 分までに、メール又はＦＡＸにより、この用紙のまま 会

計課 用度係 年森 宛送付して下さい。回答は令和７年 11 月 26 日（水）17 時 00 分までに東京

労働局のＨＰ公開にて行う予定です。 

令和７年 11 月 25 日（火）９時 00 分を過ぎて受付けた質問については、一切お答えできませんの

でよろしくお願い致します。なお、送信された場合には、電話にてその旨ご連絡を頂くようお願い致し

ます。 

メールアドレス：toshimori-yuuto.bt7@mhlw.go.jp ＦＡＸ：03－3512－1552  

電話：03-3512-1607 

東京労働局ＨＰ： 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html 

（質問内容を記載してください。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 別紙７ 

事業場情報登録票 

お手数ですが入札前に確認させていただきたい事項がございますので、下記へご記

入いただき FAX 等によりご報告の程お願いいたします。 

 

FAX 番号  ０３－３５１２－１５５２  

担当者   東京労働局総務部会計課 担当： 年森  

電話番号  ０３－３５１２－１６０７ 

① 業者コード又は登録番号 
 

（資格審査結果通知書に記載されています。） 

② 企業名称 
 

 

③ 企業郵便番号 
 

 

④ 企業住所 
 

 

⑤ 代表者氏名 
 

 

⑥ 代表者役職 
 

 

⑦ 代表者電話番号 
 

 

⑧ 代表者ＦＡＸ番号 
 

 

⑨ 担当部署名称 
 

 

⑩ 担当者氏名 
 

 

⑪ 担当者連絡先郵便番号 
 

 

⑫ 担当者連絡先住所 
 

 

⑬ 担当者連絡先電話番号 
 

 

⑭ 担当者連絡先ＦＡＸ番号 
 

 

⑮ 担当者連絡先メールアドレス 
 

 

 
※ 入札への参加方法（該当する方に○をしてください） 
 

・電子入札     ・紙入札 



別紙８ 

 

 

競争参加資格等に係る申立書 

 

 

１．当社（私）は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。

また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 

２．当社（私）は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康

保険（全国健康保険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をい

う。）及び直近２保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及

び雇用保険の保険料をいう。）について、一切滞納がないことを申し立てま

す。 

３．当社（私）は、その他の入札参加資格を全て有しております。 

４．当社（私）は、契約者となった後、事業の実施に当たり各種法令を遵守す

るとともに、契約に基づく報告事項（法令違反や反社会勢力による不当介入

等）が生じた場合には速やかに報告します。再委託先について報告事項があ

ることを知った場合にも同様に対応します。 

 

この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対

する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の

停止処分を受けることに異議はありません。 

また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められた

ときは、速やかに対応することを確約いたします。 

 
   
令和  年  月  日 

 
支出負担行為担当官  

東京労働局総務部長 殿 
 
                          所在地  
 
                          名 称                             
 
                            代表者                                 



別紙１ 
 

入 札 書 （ 記 入 例 ） 
 
 
件 名  ○○（入札案件名を記入） 
 
 
 
金 額 
 
 
 
   上記金額をもって、納入、請負うため、入札説明書を承認の上、

入札いたします。  
 
 
令和○○年○○月○○日（入札日当日の日付を記入）  

 
 
 所 在 地  東京都○○区○○－○ 
 名 称  ○○株式会社 
 代 表 者  代表取締役 ○○ ○○             
 
 
 所 在 地  ○○県○○市○○○－○－○ 

 名 称  ○○株式会社 ○○支店 
 代 理 人  （代理人の役職及び氏名を記入）         
 
 
 所 在 地  ○○県○○市○○○－○－○ 
 名 称  ○○株式会社 ○○支店 
 復 代 理 人  （復代理人の役職及び氏名を記入）         
 
 
支出負担行為担当官  
東京労働局総務部長  殿  

 

 
百万   千    円  

￥  １   ０  ０  ０  ０  ０  ０ 

代理人

を選任

し た 場

合のみ

記入 

復代理

人を選

任 し た

場合の

み記入 

※ 代理人を選任した場合は、様式委－Ⅰ 又は 様式委－Ⅱが必要となります。 

※ 復代理人を選任した場合は、さらに様式委－Ⅲ も併せて必要となります。 

 

記 入 



別紙２ 

（様式委－Ⅰ） 

委 任 状（記入例１） 
○○年○○月○○日  

支出負担行為担当官  
東京労働局総務部長  殿  

 
               所 在 地      東京都○○区○○○－○－○ 

               商 号 又 は 営 業 所 ○○株式会社 

               代 表 者 名    代表取締役 ○○ ○○      
  
 私は、下記の者を代理人と定め、支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 との間において、

次の権限を委任します。 
 
件   名  ○○（入札案件名を記入） 
 

代理人 
所在地     ○○県○○市○○○－○－○ 
商号又は営業所   ○○株式会社                 

（支店）の名称  ○○支店  

役職名及び氏名  支店長  ○○  ○○       

      
委任事項  
 １ 見積及び入札に関すること  
 ２ 契約の締結に関すること  
 ３ 物品等の納入に関すること  
 ４ 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収について  
 ５ 支払期間のきた利札の請求及び領収について  
 ６ 支払金の請求及び領収について  
 ７ 復代理人選任に関すること  
 ８ その他上記の委任事項に関する一切の件  

 
 
 
 
 
 

【参考例１：代表等が支店長等を代理人とする場合】 

作成日を記入 



別紙２  
（様式委－Ⅱ） 

 

委 任 状（記入例２） 
○○年○○月○○日  

支出負担行為担当官  
東京労働局総務部長  殿  

 
               所 在 地      東京都○○区○○○－○－○ 
               商 号 又 は 名 称 ○○株式会社 
               代 表 者 名    代表取締役 ○○ ○○      
 
 私は、下記の者を代理人と定め、支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 との間において、

見積及び入札に関する権限（復代理人選任に関する権限を含む。）を委任します。 
 
件   名  ○○（入札案件名を記入） 
 

代理人 
所在地     東京都○○区○○○－○－○ 
商号又は営業所 ○○株式会社 
（支店）の名称  
役職名及び氏名 ○○ ○○           

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【参考例２：代表等が社員等を代理人とする場合】 

作成日を記入 



 
別紙２ 

（様式委－Ⅲ） 

 

委 任 状（記入例３） 
○○年○○月○○日  

支出負担行為担当官  
東京労働局総務部長  殿  

 
               所 在 地      ○○県○○市○○○－○－○ 
               商 号 又 は 営 業 所 ○○株式会社 ○○支店  
               代 理 人    支店長 ○○ ○○       
  
 私は、下記の者を復代理人と定め、支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 との間におい

て、見積及び入札に関する権限を委任します。 
 
件   名  ○○（入札案件名を記入） 
 

復代理人 
所在地     ○○県○○市○○○－○－○ 
商号又は営業所 ○○株式会社 
（支店）の名称 ○○支店  
役職名及び氏名 ○○ ○○  
 
            

【参考例３：代表等から委任を受けた支店長等が社員等を復代理人とする場合】 

なお、復代理人を選任する場合は 様式委－Ⅰ 又は 様式委－Ⅱ も併せて必要となり

ます。 

作成日を記入 



 

封書記載例 
     

        裏 面                表 面 
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契  約  書 

 

 

 支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 大隈 由加里（以下「甲」という。）と株式会社○○（以下「乙」

という。）は、府中公共職業安定所におけるパーテーション等の購入（以下「業務」という。）に関し、下記

条項により契約を締結する。 

 

 

記 

 

１ 件   名  府中公共職業安定所におけるパーテーション等の購入 

 

２ 契 約 金 額  ￥ － 

        うち消費税額及び地方消費税額金 ￥ － 

 （消費税額及び地方消費税額金は、消費税法第28条第１項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72

条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。） 

 

３ 納 入 期 限  別紙「仕様書」のとおり。 

 

４ 納 入 場 所  別紙「仕様書」のとおり。 

 

５ 契約保証金  免   除 

 

（総則） 

第１条 乙は、別紙の仕様書に基づき、表記の物品を、表記の契約金額をもって、表記の納入期限内に、表記

の納入場所において、甲に納入しなければならない。 

２ 乙は、物品を納入する場所において、仕様書にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のも

のを納入しなければならない。 

３ 乙は、仕様書に明示されていない事項であっても、物品を納入する上において必要なものは、甲の指示に

従い乙の負担で行うものとする。 

４ 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（監督） 

第２条 甲は、必要があるときは、甲の指定する職員をして立ち会い、指示その他の方法により、乙の履行状

況を監督させることができる。 

（納品書の提出等） 

第３条 乙は、物品を納入するときは、甲の定める納品書１通を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。た

だし、甲においてやむを得ない理由があると認められるときは、分割して納入することができる。 

３ 乙は、一旦甲に納入した物品を、甲の承諾を得ないで持ち出すことはできない。 



（検査） 

第４条 甲は、前条第１項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に 

甲の指定する職員をして検査を行わせるものとする。この場合において必要があるときは、甲が自ら又は第三

者に委託して分解又は試験をして検査を行なうことができる。 

２ 乙又はその代理人は、甲の必要があるときにあらかじめ指定された日時場所において、前項の検査に立ち会

わなければならない。 

３ 乙は、第１項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。 

４ 第１項の検査に直接必要な費用（人件費を含む。）及び検査のため変質変形又は消耗き損した物品に係る損

失は、全て乙の負担とする。 

５ 甲は、第１項の検査について、物品の総量の一部を検査することにより、全部の成績の適否を判断する方法

によることができる。 

６ 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 

（手直し又は引換え） 

第５条 乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第１項の検査に合格しないときは、すみやかにその不合格と

なった物品について、手直し又は引換えにより、仕様書に適合した物品を納入し再検査を受け、これに合格し

なければならない。 

２ 前項の場合において、甲は１回に限り、手直し又は引換えのための期間として相当日数を指定することがで

きる。 

３ 乙は、第１項の規定により手直し又は引換えが完了したときは、その物品を納入場所において甲に納入する

とともに、第３条第１項に定める納品書１通を甲に提出しなければならない。 

（手直し等に係る検査） 

第６条 甲は、前条第３項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に

甲の指定する職員をして検査を行わせるものとする。 

２ 前項の検査については、第４条の規定を準用する。 

（所有権の移転、引渡し及び危険負担） 

第７条 物品の所有権は、検査に合格したとき、乙から甲に移転し、同時にその物品は、甲に対し引渡されたも

のとする。 

２ 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、全て乙の負担とする。ただし、甲の

故意又は過失により生じた損害については、甲の負担とする。 

（納品物が契約の内容に適合しない場合の措置） 

第８条 甲は、第４条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容

に適合していないこと（以下「契約不適合」という。）を知ったときから１年以内に（数量又は権利の不適

合については期間制限なく）その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することが

でき、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は乙に対して第２号を請求する場合において、事前に相

当の期間を定めて第１号の履行を催告することを要しないものとする。 

(1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不

足分の引渡しを行うこと。 

(2) 直ちに代金の減額を行うこと。 

２ 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うこと

ができる。 



３ 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である

場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用するものとする。 

（納入期限の延長等） 

第９条 乙は、納入期限内に物品を納入することができない理由が生じたときは、納入期限内にその理由、遅延

日数等を詳記して、甲に納入期限の延長を願い出なければならない。 

第 10 条 前条の規定による願出があった場合において、その理由が天災事変等の乙の責に帰することができな

いものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めるものとする。 

第 11 条 第９条の規定による願出があった場合において、その理由が乙の責に帰するものであるときは、甲は、

乙から遅延違約金（次項の規定により計算した額が 100 円未満の場合を除く。）を徴収して、相当と認める日

数の延長を認めることができる。 

２ 前項の遅延違約金は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に年３パーセントの割合

（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする｡）を乗じた額（100 円未満

の場合を除く。）とする。 

３ 第３条第２項ただし書の規定により物品が分割して納入され、又は物品の一部について検査に合格し、かつ、

甲において分割して納入された部分又は検査に合格した部分のみによって使用することができるものと認め

た場合において、第１項の規定により遅延違約金を徴収するときは、当該遅延違約金は、契約金額から納入部

分又は合格部分の金額を控除した金額を基礎として計算する。 

４ 第５条第２項の規定により手直し又は引換えの期間を指定した場合において、当該手直し又は引換えに係る

物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日か

ら計算する。 

５ 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。 

（契約内容の変更等） 

第 12 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更、又は中止させることができる。 

（事情変更による契約内容の変更） 

第 13 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく

不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額、納入期限

その他の契約内容を変更することができる。 

（協議解除） 

第 14 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。 

２ 乙は、次の各号の一に該当する場合においては、甲と協議の上、この契約を解除することができる。 

(1) 前条の規定により、甲が物品の納付を中止させ、又は中止させようとする場合において、その中止期間が３

月以上に及ぶとき、若しくは契約期間の３分の２以上に及ぶとき。 

(2) 前条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が２分の１以下に減少する

とき。 

（契約の解除） 

第 15 条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額（単価契

約の場合は契約単価に予定数量を乗じて得た額。以下本契約書において同じ。）の 100 分の 10 に相当する金額

（履行部分があるときは、契約金額から履行部分に対する代金相当額を控除して得た額の 100 分の 10 に相当

する額）を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第３号から第５号に



該当すると認められるときは、何ら催告を要しない。 

(1) 第９条及び第 10 条の規定により延期が認められた場合を除き、指定期限までに契約を履行しないとき。 

(2) 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 

(3) 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

(4) 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺そ 

の他不正行為があると認められるとき。 

(5) 第 26 条の規定に違反したとき。 

(6) 乙が銀行取引を停止されたとき。 

３ 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催促を要せず、本契約の全

部又は一部を解除することができる。 

４ 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の

有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 

５ 第２項及び第３項の規定により契約が解除された場合において、当該解除が納入期限後に行なわれたとき

は、甲は納入期限の翌日から解除の日（願出に基づく場合は、その願出書受理の日）までの日数に応じ、契約

金額に年３パーセントの割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とす

る。）を乗じた金額（100 円未満の場合を除く。）を徴収するものとする。 

（契約解除の場合における既納物品の取扱い） 

第 16 条 前条第１項の規定により契約が解除された場合において、すでに納入された物品（以下「既納物品」

という。）があるときは、甲は、必要と認める既納物品の全部又は一部を、甲の所有とすることができる。 

２ 前項の規定により甲の所有する既納物品の代価については、甲乙協議の上定めるものとする。 

３ 乙は、第１項の規定により甲の所有とした既納物品以外のものを、甲の指示する期間内に、乙の負担におい

て引取らなければならない。 

（危険負担） 

第17条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合

は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 

（損害賠償） 

第18条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を

賠償するものとする。 

２ 乙は、この契約の履行に着手後、第 15 条第１項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表

示があった日から 10 日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 

３ 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。 

（代金の支払） 

第 19 条 乙は物品を納品し、かつ、甲の検査に合格した後でなければ代金を請求することができない。 

２ 乙は、官署支出官 東京労働局長（以下「丙」という。）の定める手続きに従って、書面により代金を請求

するものとする。 

３ 丙は、前項の規定により乙から適法な請求があったときは、これを受理した日から起算して 30 日以内に、

代金を支払わなければならない。 

４ 代金の支払いは、口座振込により行うものとする。 

５ 丙は、第３項の期間内に代金を支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法

律第 256 号）に定めるところにより、乙に対し支払金額に年 2.5 パーセントの割合（年当たりの割合は、閏年



の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。）を乗じた金額を遅延利息として支払うものとする。 

（既納物品の代金の支払い） 

第 20 条 乙は、第 16 条第１項の規定により甲の所有した既納物品の代金を、同条第３項に定める既納物品の引

取り後でなければ請求することができない。 

２ 前条第２項から第５項までの規定は、前項の請求に基づき支払いを行う場合について準用する。 

（契約保証金の納付が免除されている場合の特則） 

第 21 条 乙が契約保証金の納付を免除されている場合において、第 15 条第２項及び第３項の規定により契約

が解除されたときは、乙は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額（第 16 条第１項の規定により既納物品の全

部又は一部を甲の所有とした場合にあっては、契約金額から既納物品の代価を控除した額の 100 分の 10 に相

当する額）を違約金として甲が指定する期日までに甲に納付しなければならない。 

（再委託） 

第 22 条 乙は、業務の全部を第三者（乙の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）を含む。）

に委託することはできない。また、業務委託における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託

してはならない。 

２ 乙は、再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければ

ならない。ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合は、この限りでない。 

３ 乙は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再委託者」という。）の

行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 

４ 乙は、業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用

して、再委託者と約定しなければならない。 

（再委託先の変更） 

第 23 条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第２項ただし書に該当する場合を除き、様式２の

再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検さ

れ、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。）を受けた場合におい

て、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。 

（履行体制） 

第 24 条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住

所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を甲に届け出

なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 

(1) 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更の場合。 

(2) 事業参加者の住所の変更のみの場合。 

(3) 契約金額の変更のみの場合。 

３ 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更

の理由等の説明を求めることができる。 

（権利義務の譲渡等） 

第25条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三

者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用

保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第１条の３に規定する金融機関、資産の流動



化に関する法律（平成10年法律第105号）第２条第３項に規定する特定目的会社及び信託業法（平成16年法律

第154号）第２条第２項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲

に届け出なければならない。 

（秘密の保持） 

第26条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはなら

ない。 

（個人情報保護） 

第27条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律第２条第１項にいう個人情報、以下同じ。）の漏えい

等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 

３ 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 

４ 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必要と認めた場合は、

乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場

所に立ち入り調査をさせることができる。 

５ 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなけれ

ばならない。 

６ 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければな

らない。 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第28条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一

部を解除することができる。 

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用

人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下

「独占禁止法」という。）第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の

場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において

読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７

項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

(2) 乙又は乙の代理人が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第

１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起された

ときを含む。）。 

(3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明した

とき。 

(4) 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分

を受け、又は行政指導を受けたとき。 

(5) 第３項の規定による報告を行わなかったとき。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定に

よる通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 

３ 乙は、第１項第３号又は第４号の事実（再委託先に係るものを含む。）を知った場合には、速やかに甲に

報告しなければならない。 



（談合等の不正行為に係る違約金） 

第29条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否か

にかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、請負（契約）金額（本契約締結

後、請負（契約）金額の変更があった場合には、変更後の請負（契約）金額）の100分の10に相当する額を甲

が指定する期日までに支払わなければならない。 

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１号

若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確

定したとき。 

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条の３において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定

による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑が確

定したとき。 

(5) 前条第１項第３号、第４号又は第５号のいずれかに該当したとき。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損

害につき賠償を請求することを妨げない。 

（違約金に関する遅延利息） 

第30条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した

日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなけれ

ばならない。 

（属性要件に基づく契約解除） 

第 31 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除するこ

とができる。 

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は

支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、

その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極

的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

（行為要件に基づく契約解除） 

第 32 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せ

ず、本契約を解除することができる。 

(1) 暴力的な要求行為 



(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

（表明確約） 

第 33 条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを

確約する。 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下請負人（下請が数

次にわたるときは、全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以降の全ての受託者を含む。）並びに

自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同

じ。）としないことを確約しなければならない。 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第 34 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約

を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認し

たとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請

負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 

第 35 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検さ

れた場合は、速やかに甲に報告する。 

（厚生労働省所管法令違反に係る契約解除） 

第 36 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面に

よる通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

(1) 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 

(2) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが 

判明したとき。 

(3) 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第 1 号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したと 

き。 

２ 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 

（厚生労働省所管法令違反に係る違約金） 

第 37 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額（本

契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定

する期日までに支払わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損

害につき賠償を請求することを妨げない。 

（契約解除に基づく損害賠償） 

第 38 条 甲は、第８条第２項、第 15 条第２項、同条第３項、第 31 条、第 32 条、第 34 条第２項及び 36 条の

規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは

要しない。 



２ 乙は、甲が第８条第２項、第 15 条第２項、同条第３項、第 31 条、第 32 条、第 34 条第２項及び 36 条の規

定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

（不当介入に関する通報・報告） 

第 39 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力

から不当要求や業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は

下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察へ

の通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

（法令遵守） 

第 40 条 請負業者は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。なお、契約期間中に最低賃金

法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮するこ

と。 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第 41 条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解

決するものとする。 

２ 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とする。 

（存続条項） 

第 42 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第８条、第 15 条第２項、第 18 条、第 19 条第５項、第 26

条、第 29 条、第 30 条、第 33 条、第 37 条、第 38 条、第 41 条及び本条はなお有効に存続するものとする。 

 

 

 この契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有するものとする。 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

 

                   甲  東京都千代田区九段南１－２－１ 

                         支出負担行為担当官 

              東京労働局総務部長   大隈 由加里   印 

  

 

 

                   乙   

              

                                 印 

 



様式１ 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

 東京労働局総務部長 殿 

 

 

 

名称 

代表者氏名   

 

再委託に係る承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２ 委託する相手方の業務の範囲 

 

３ 委託を行う合理的理由 

 

４ 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５ 契約金額 

 

６ その他必要と認められる事項 



様式２ 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

 東京労働局総務部長 殿 

 

 

 

名称 

代表者氏名   

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 

 

２ 変更後の事業者の業務の範囲 

 

３ 変更する理由 

 

４ 変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 

 

５ 契約金額 

 

６ その他必要と認められる事項 



様式３ 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

 東京労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名   

 

 

履行体制図変更届出書 

 

 

標記について、下記のとおり届け出します。 

 

 

記 

 

 

１ 契約件名（契約締結時の日付番号も記載のこと。） 

 

２ 変更の内容 

 

３ 変更後の体制図 



別紙１ 

履行体制図 

 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

【履行体制図の記載例】 
事業者名 住所 契約金額 業務の範囲 

Ａ 東京都○○区・・・ 円  

Ｂ    

 

 

 

乙

事業者Ｂ      

事業者Ｃ     

事業者Ａ      



仕  様  書 

 

１ 件名  

  府中公共職業安定所におけるパーテーション等の購入 

 

２ 品名・数量及び仕様内容等 

  別紙「購入備品一覧」のとおり。 

 

３ 納入期間 

  令和８年１月 11 日（日） 

    納入時間については、契約締結後に現地担当者等と協議の上、決定するこ

とになるが、令和８年１月９日（金）から 12 日（月）の４日間において、事

務室内レイアウト変更作業を予定しており、作業当日は、別業者も作業を行

う可能性があるため、作業時間等の調整が想定されることに留意すること。 

 

４ 納入場所  

  別紙「購入備品一覧」のとおり。 

 

５ 契約担当 

  東京労働局総務部会計課用度係 

  千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎 14 階 

  契約担当者：年森 

  電話番号：０３－３５１２－１６０７ 

 

６ 特記事項 

(１) 配送、搬入、養生、設置、調整、引取等に関する一切の費用を含むこと。 

（２）別紙「購入備品一覧」に記載した参考品は、あくまで参考品であるため、

これらと同等又はそれ以上の仕様であれば構わないこと。 

  納入物品については、本仕様を満たしている製品であり、かつ参考品と同

等かそれ以上の品質、性能を有している製品とする。 

（３）搬入、開梱により不要となった梱包資材については、納入業者が持ち帰

ること。 

（４）納品に当たっては、現地担当者と調整の上、指定された場所まで搬送す

ること。その際、施設の損傷がないようにするほか、危険のないように処

置すること。損害を与えた場合は、納品者の負担により原状回復すること。 

（５）納入物品は、全て納品先にて開梱し、調整等を行い、すぐに使用できる

状態にすること。 

（６）納品に当たっては、不備がないか検査すること。 

   当局における検査の結果、不備が見つかった場合には、受注業者は直ち

に当該物品を引取り、指定した日時までに不備のない物品を全て納品する

こと。また、納品後、瑕疵が発見された場合には、速やかに良品と交換す



ること。 

（７）本仕様書に記載のない事項については現地担当者と調整すること。また、

本仕様書に記載のない事項で、疑義が生じたときは、その都度問い合わせ

ること。 

（８）誤配送があった場合には、当局に負担のないよう早急に正規配送場所へ

納品すること。 

（９）天災又は使用者側の過失による場合を除き、メーカーで定められている

標準保証期間内の故障発生時は無償にて修理すること。 

（10）納品の際は必ず「納品書」を現地担当者に手交すること。現地担当者が

不在の場合はほかの現地職員に手交し、現地担当者に回付するよう依頼す

ること。提出に際し、やむを得ず他の方法を採ることを希望する場合は、

事前に用度係担当者に相談すること。 

（11）請求書の宛名は「官署支出官 東京労働局長」とすること。 

（12）当局の検査確認後、適法な請求書を契約担当者に提出すること。 

（13）再委託について 

  ・ 本業務の全てを第三者（子会社（会社法第２条第３号に規定する子会

社をいう。）を含む。）に委託することはできない。また、本業務におけ

る総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならな

い。 

  ・ 本業務の一部を再委託する場合には、再委託に係る承認申請書を提出

し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が 50 万円未

満の場合は、この限りでない。なお、再委託先を変更する場合について

も同様の取扱いによるものとする。 

  ・ 本業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該再委託

者の行為について、全ての責任を負わなければならない。 

  ・ 本業務の一部を再委託するときは、本業務の契約を遵守するために必

要な事項について本業務の契約書を準用して、再委託者と約定しなけれ

ばならない。 

  ・ 再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、履行体制

図を提出しなければならない。 

 

７ 同等品申請 

①  参考品以外の物品での納品を希望する場合は同等品申請を行うこと。同

等品申請に当たっては、その物品の仕様・性能・材質等が明確に分かる資

料を添付の上、参考品との相違点・選択理由を明記し、仕様内容に係る質

問票にて令和７年 11 月 25 日（火）９時 00 分までに連絡すること。同等

品は、本仕様を満たしている製品であり、かつ、参考品と同等か、それ以

上の品質や性能を有している製品とする。 

②  参考品及び同等品申請において認めたもの以外の物品の納入は認めな

い。 

③  回答は令和７年 11 月 26 日（水）17 時 00 分までに東京労働局の HP 公開



にて行う。 

 

８ その他の注意点 

（１）本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策に万全

を期すこと。 

（２）契約業者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはで

きない。 



№ 品目 規格・仕様等 参考品 数量 納入場所及び現地担当者

1 パネル

本体寸法（mm）：W900×H1935程度
パネル厚（mm）：50程度
笠木：アルミ塗装仕上
巾木：スチール塗装仕上
芯材：スチール、ペーパーハニカム
張地：再生布地張り
張地カラー：ターコイズブルー

イトーキ
FZR-0919AR-W9S4

9

2 両側安定板

No.１に対応すること。
両側安定板
本体寸法（mm）：W44×D400×H200程度
本体カラー：ブラック

イトーキ
FZRA-PB-T1

2

3 片側安定板

No.１に対応すること。
片側安定板
本体寸法（mm）：W44×D230×H200程度
本体カラー：ブラック

イトーキ
FZRA-PS-T1

6

4 転倒防止壁固定金具

本体寸法（mm）：W40×D120×H70程度
２個セット
既存のキャビネット（W900mm×D450mm×H2150mm程度）に取
付け、耐震固定を施すこと。

イトーキ
EQ-A41-W9

1

5 折りたたみテーブル

棚付き折りたたみテーブル
本体寸法（mm）：W1800（内寸幅1691）×D600×H720程度
天板：抗菌メラミン化粧板
幕板：スチール塗装仕上（配線ダクト付）
エッジ：ABS樹脂
脚：アルミダイキャスト+スチール塗装仕上
Φ50ウレタン双輪、手前側ストッパー・アジャスト機構４カ所付

イトーキ
THN-186MS1-Z5W9

2

6 折りたたみテーブル

棚付き折りたたみテーブル
本体寸法（mm）：W1500（内寸幅1391）×D450×H720程度
天板：抗菌メラミン化粧板
幕板：スチール塗装仕上（配線ダクト付）
エッジ：ABS樹脂
脚：アルミダイキャスト+スチール塗装仕上
キャスター：Φ50ウレタン双輪、手前側ストッパー・アジャスト機
構４カ所付

イトーキ
THN-154MS1-Z5W9

6

7 パネル

本体寸法（mm）：W900×H1935程度
パネル厚（mm）：50程度
笠木：アルミ塗装仕上
巾木：スチール塗装仕上
芯材：スチール、ペーパーハニカム
張地：再生布地張り
張地カラー：ターコイズブルー

イトーキ
FZR-0919AR-W9S4

4

8 両側安定板

No.７に対応すること。
両側安定板
本体寸法（mm）：W44×D400×H200程度
本体カラー：ブラック

イトーキ
FZRA-PB-T1

2

9 パーテーション

本体寸法（mm）：W900×D430×H1800程度
パネル厚（mm）：25程度
フレーム：アルミ押出材、アルマイト仕上
ストッパー付きキャスター
張地：再生布地張り
フレームカラー：シルバーメタリック
張地カラー：ターコイズブルー

イトーキ
FSK-98AGC-Z5S4

1

10 パーテーション

本体寸法（mm）：W1210×D430×H1800程度
パネル厚（mm）：25程度
フレーム：アルミ押出材、アルマイト仕上
ストッパー付きキャスター
張地：再生布地張り
フレームカラー：シルバーメタリック
張地カラー：ターコイズブルー

イトーキ
FSK-28AGC-Z5S4

2

購入備品一覧

府中公共職業安定所
東京都府中市三好町１－３－１
納品先　１～２階（EV無）
別添「レイアウト図①②」のとおり設置
すること。
別添「引取り備品リスト」にある既存
の備品を引取ること。
現地担当者：庶務課　安澤
TEL：０４２－３３６－８６０９（51＃）



11 パーテーション

本体寸法（mm）：W1210×D430×H1800程度
パネル厚（mm）：25程度
フレーム：アルミ押出材、アルマイト仕上
ストッパー付きキャスター
張地：再生布地張り
フレームカラー：シルバーメタリック
張地カラー：ターコイズブルー

イトーキ
FSK-28AGC-Z5S4

1

12 平机

本体寸法（mm）：W1400×D730×H720程度
天板：（表面）メラミン化粧板、平エッジ仕様
　　　　（内部）スチールハニカム又はペーパーハニカム
天板厚（mm）：20程度
幕板・ダクト部・脚：スチール塗装仕上
配線ダクト付

イトーキ
CLR-147GLS-W961

4

13 フロントパネル

No.12に対応すること。
机上フロントパネル
本体寸法（mm）W1400×D32×H430程度
張地：再生布地張り
フレームカラー：ホワイト
張地カラー：エクリュベージュ

イトーキ
CLR-144XAR-W9H9

4

14 サイドパネル

No.12に対応すること。
机上サイドパネル
本体寸法（mm）W22×D700×H430程度
張地：再生布地張り
フレームカラー：ホワイト
張地カラー：エクリュベージュ

イトーキ
CLR-064XGR-W9H9

4

15 パネル

本体寸法（mm）W700×H1225程度
パネル厚（mm）：48程度
フレーム・笠木：塩ビ押出材
張地：再生布地張り
フレームカラー：ホワイト
張地カラー：ターコイズブルー

イトーキ
FFJ-0712AR-W9S4

10

16 エンドカバー

No.15に対応すること。
本体寸法（mm）：W43×D9×H1183程度
エンドカバー：塩ビ押出材
本体カラー：ホワイト

イトーキ
FFJ-1212JA-W9

10

17 安定板
No.15に対応すること。
本体寸法（mm）：W350×D195×H240程度
本体カラー：ブラック

イトーキ
FFJA-PBA-T2

20

18 プリンター台

扉付きプリンタースタンド
本体寸法（mm）：W500×D500×H700程度
本体：木製（パーティクルボード）+メラミン化粧板
背面にケーブル口を有していること。

サンワサプライ
LPS-119W

2



新規購入備品
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新規購入備品
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No 品名 個数 寸法（W・D・H）mm 重量（kg）

1 パーティション（足支柱あり） 1 340✕920✕1250 10

2 パーティション（足支柱あり） 5 340✕720✕1250 50

3 パーティション（足支柱あり） 1 320✕1420✕1550 15

4 パーティション（足支柱あり） 1 340✕900✕1250 10

5 パーティション（足支柱あり） 1 340✕520✕1260 10

6 パーティション 1 340✕1200✕1260 10

7 パーティション 3 340✕900✕1260 30

8 パーティション 1 340✕460✕1260 10

9 パーティション（足支柱あり） 1 340✕1000✕1260 10

10 パーティション（足支柱あり） 1 340✕450✕1260 10

11 パーティション（足支柱あり） 2 330✕1200✕930 20

12 パーティション 1 700×60×970 10

総重量 195

２階

１階

引取り備品リスト


